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Ⅲ 穀類関係 ＜別紙＞

【平成25年11月7日現在】

１　制限品目

福島市（旧福島市及び旧小国村の区域に限る。）、伊達市（旧堰本村、旧柱沢村、旧富
成村、旧小国村、旧掛田町及び旧月舘町の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村の区域
に限る。)

福島市（旧福島市、旧小国村、旧立子山村、旧松川町、旧水原村、旧下川崎村及び旧
平田村の区域に限る。）、郡山市（旧富久山町の区域に限る。）、いわき市（旧山田村の
区域に限る。）、須賀川市（旧西袋村の区域に限る。）、相馬市（旧玉野村の区域に限
る。）、二本松市（旧渋川村の区域に限る。）、田村市（都路町、船引町横道、船引町中山
字小塚、船引町中山字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林
管理署２５１林班の一部、２５２林班、２５３林班の一部、２５８林班から２７０林班まで、２
８３林班から３００林班まで及び３０１林班から３０３林班までの一部の区域に限る。）、南
相馬市（小高区、原町区（片倉（字行津の区域に限る。）、馬場（字五台山、字横川及び
字薬師岳の区域に限る。）、高倉（字助常、字吹屋峠、字七曲、字森及び字枯木森の区
域に限る。）、雫（字柚原の区域に限る。）、小浜（字間形沢を除く区域に限る。）、下江
井、小沢、堤谷、米々沢、小木廹（えんにょうに白）、鶴谷、大甕（字田堤、字森合、字森
合東及び字観音前の区域に限る。）、高（字町田、字北ノ内、字山梨、字高田、字北川
原、字権現壇、字原、字鍛冶内、字舘ノ内、字弥勒堂、字薬師堂、字御稲荷、字中平、字
大久保前、字花木内及び字高林の区域に限る。）及び大原（字和田城の区域に限る。）
の区域に限る。）並びに市内国有林磐城森林管理署２００４林班から２０８７林班まで、２
０８８林班の一部、２０８９林班から２１０２林班まで、２１０４林班から２１０９林班まで及び
２１３０林班を除く区域に限る。）、伊達市（旧堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、
旧小国村及び旧月舘町の区域に限る。）、本宮市（旧白岩村の区域に限る。）川俣町（山
木屋並びに町内国有林福島森林管理署１６１林班から１６５林班まで及び１６７林班の区
域に限る。）大玉村（旧玉井村の区域に限る。）、広野町、楢葉町、川内村及び飯舘村
（長泥並びに村内国有林磐城森林管理署２３０４林班、２３０５林班及び２３１０林班から
２３１２林班までを除く区域に限る。）ただし、県の定める管理計画に基づき管理されるも
のを除く。

福島市(旧大笹生村の区域に限る。）、南相馬市（旧石神村の区域に限る。） 小豆

郡山市（旧高野村の区域に限る。）、須賀川市（旧長沼町の区域に限る。）

福島市（旧野田村、旧平野村、旧立子山村、旧佐倉村、旧水保村及び旧庭塚村の区域
に限る。）、二本松市（旧小浜町及び旧渋川村の区域に限る。）、伊達市（旧堰本村及び
旧富野村の区域に限る。）、本宮市（旧和木沢村(白沢村)の区域に限る。）、南相馬市
（旧石神村の区域に限る。）、桑折町（旧伊達崎村の区域に限る。）、大玉村（旧玉井村に
限る。）ただし、福島県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるものを除く。

広野町、楢葉町（福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の区域を除
く。）、川内村（福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の区域を除く。）、田
村市（都路町、船引町横道、船引町中山字小塚及び字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山
根並びに市内国有林福島森林管理署２５１林班の一部、２５２林班、２５３林班の一部、
２５８林班から２７０林班まで、２８３林班から３００林班まで及び３０１林班から３０３林班
までの一部の区域のうち福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の区域を
除く。）、南相馬市（福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の区域、福島
第一原子力発電所から半径２０キロメートル以上３０キロメートル圏内の区域のうち原町
区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高
倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区
片倉字行津及び原町区大原宇和田城並びに市内国有林磐城森林管理署２００４林班か
ら２０８７林班まで、２０８８林班の一部、２０８９林班から２０９１林班まで、２０９５林班か
ら２０９９林班まで及び２１３０林班の区域を除く。）、福島市（旧福島市（渡利、小倉寺及
び南向台を除く。）、旧平田村、旧庭塚村、旧野田村、旧余目村、旧下川崎村、旧松川
町、旧金谷川村、旧水原村、旧立子山村の区域に限る。）、伊達市（旧月館町（月舘町月
舘（関ノ下、松橋川原、川向及び館ノ腰に限る。）及び月舘町御田代（北、東、西及び新
堀ノ内に限る。）に限る。）、旧掛田町（霊山町山野川に限る。）、旧柱沢村（保原町所沢
（明夫内田、久保田、田仲内、西郡山、菅ノ町、河原田、東深町、西深町及び東田に限
る。）及び保原町柱田（挟田、平、宮ノ内、前田、稲荷妻、砂子下及び根岸に限る。）に限
る。）、旧堰本村（梁川町大関（寺脇、清水、清水沢、松平、久保、棚塚、里クキ、山ノ口、
宝木沢、笠石及び上ノ谷を除く。）、梁川町新田及び梁川町細谷に限る。）、旧石戸村、
旧上保原村、旧霊山村、旧小手村及び旧富野村（梁川町八幡に限る。）の区域に限
る。）、二本松市（旧渋川村（渋川及び米沢に限る。）、旧岳下村、旧小浜町、旧塩沢村、
旧木幡村、旧戸沢村、旧石井村、旧新殿村、旧太田村（岩代町）及び旧太田村（東和町）
の区域に限る。）、本宮町（旧白岩村、旧和木沢村（白沢村）及び旧本宮町の区域に限
る。）、桑折町（旧半田村及び旧睦合村の区域に限る。）、国見町（旧大木戸村及び旧小
坂村の区域に限る。）、郡山市（旧冨久山村の区域に限る。）、須賀川市（旧西袋村の区
域に限る。）、いわき市（旧山田村の区域に限る。）、川俣村（旧飯坂村の区域に限る。）、
三春町（旧沢石村の区域に限る。）、大玉村（旧玉井村の区域に限る）ただし、福島県の
定める出荷・検査方針に基づき管理されるものを除く。

大豆

米（平成２４年産）

大豆

福島県

米（平成２３年産）

米（平成２５年産）



一関市（旧磐清水村の区域に限る。）ただし、岩手県の定める出荷・検査方針に基づき
管理されるものを除く。

盛岡市（旧渋民村の区域に限る。）、一関市（旧大原町の区域に限る。）、奥州市（旧衣
川村の区域に限る。）ただし、岩手県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるものを
除く。

栗原市（旧沢辺村の区域に限る。）ただし、宮城県の定める管理計画に基づき管理され
るものを除く。

栗原市（旧金田村の区域に限る。）ただし、宮城県の定める出荷・検査方針に基づき管
理されるものを除く。

栗原市（旧金成村の区域に限る。）、大崎市（旧一栗村の区域に限る。）ただし、宮城県
の定める出荷・検査方針に基づき管理されるものを除く。
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